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序 論：合併の必要性と計画策定の方針 

 

１．合併の必要性 

少子・高齢化、生活圏の広域化、地方分権の進展、財政状況の悪化など、地方公共団体を取

り巻く環境は大きく変化しています。 

こうした中、一宮市、尾西市及び木曽川町の２市１町でも、少子・高齢化はもちろん、繊維

産業を中心とした産業経済活動の低迷とこれに伴う市町の財政力の低下など、地域活力の向上

が重要な課題となっています。 

一方、当地域は、生活、産業経済など様々な面で強い結びつきを持っており、住民相互の交

流も活発です。また、様々な行政のサービスについて共同処理するなど、行政レベルでの結び

つきも強い地域です。 

こうした状況を背景に、２市１町の合併により、足腰の強い行財政基盤を確立するとともに、

新しいまちづくりを通して地域活力の向上を目指すことが求められています。 

 

（１）少子・高齢化への対応 

少子・高齢化の流れは、２市１町でも例外ではなく、今後、急速に進展していくことが予

想されています。 

保健・医療・福祉分野での行政サービスの向上や住宅、交通基盤などまちづくりの面でも

様々な世代に住み良い環境整備が求められるなど、行政能力の質的な向上、高度化が求めら

れています。 

（２）日常生活圏の拡大に伴う住民ニーズへの対応 

２市１町は、古くから歴史的・文化的に深いつながりを持っており、また、通勤・通学・

買い物など、日常生活圏は実質的に一体化していますが、多様化する住民ニーズに対応し、

より広域的・総合的なまちづくりが求められています。 

現在でも、保育所広域入所、図書館の相互利用など、行政サービス面でも相互の連携が図

られておりますが、今後ますます、こうした取り組みを強めていく必要があります。 

（３）地方分権に対応する自治能力の向上 

地方分権が進む中、住民に最も身近な市町村が主体となって、きめ細やかな行政サービス

の提供や個性豊かなまちづくりを行うことが求められています。 

福祉、環境問題、情報化などの新たな課題や、多様化する住民ニーズに対応するためには、

より専門的な知識や技術を持った職員が必要となります。 

（４）行財政基盤の悪化への対応 

国、地方ともに極めて厳しい財政状況にある中で、２市１町においても、少子・高齢化、

産業活力の低下などを背景に、今後ますます厳しい財政運営を強いられることが予想されま

す。 

行政サービスを高度化し、安定的に提供していくためには、行政の合理化・効率化を一層

進めていくとともに、財政基盤を強固なものとしていく必要があります。 
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２．計画の位置付け 

新市建設計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条第１項に基づく計画であり、新

市のまちづくりの方向性（マスタープラン）を定めるものですが、新市の速やかな一体性の確

立と、地域の個性を生かした均衡ある発展、住民福祉の向上を図る上で、根幹となるべき主要

事業や特徴的な事業を掲載するもので、すべての分野の施策を網羅するものではありません。 

なお、本計画は、新市に設置する地域審議会や新市の議会の意見を踏まえながら、適正な遂

行に努めるとともに、財政計画も含め、執行状況を毎年度検証し、乖離が生じた場合、改善策

を講じるなど適正な進行管理に努めます。 

また、計画策定時に予測不可能であった社会経済情勢の変化や財政状況の変化などにより、

計画の変更の必要性が生じた場合は、新市において計画変更をする場合もあります。 

 

 

３．計画の構成 

この計画は新市のまちづくりのための「基本方針」、また、これを実現するための新市の主な

事業を取りまとめた「施策・主要事業」、「公共施設の統合整備」及び「財政計画」を中心に掲

載します。 

 

 

４．計画の期間 

この計画の計画期間は、合併年度及びこれに続く 10 年間とします。 

 

 

５．総合計画との関係 

合併後の新市において、速やかに、新市の基本構想を含む総合計画の策定に取り組むことと

します。 

なお、新総合計画策定にあたっては、本計画を尊重し、その趣旨、内容を十分踏まえたもの

とすることとします。 
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第１章：合併関係市町の概要 

 

１．位置・地勢・面積 

新市は、濃尾平野のほぼ中央、名古屋市と岐阜市の中

間に位置し、地勢的にはきわめて平坦な地形です。 

北東から南西にかけては、延長約18kmにわたって木曽

川に接しています。 

東西方向の延長は約15.3km、南北方向の延長は約

13.3km、面積は113.91k㎡です。 

 
２．歴史・沿革 

一宮市は、尾張国「一の宮」が真清田神社であったことから、その門前町が一宮と呼ばれま

した。大正10年9月、一宮町が市制施行により一宮市となり、昭和15年に葉栗村及び西成村と合

併、昭和30年に近隣８町村と合併して現在に至ります。 

尾西市は、昭和30年1月に起町と朝日村が合併し市制を施行、4月に今伊勢町の一部を編入し

ています。市名は古くからこの地方一帯を示す言葉である尾西（尾張西部）に由来しています。 

木曽川町は、明治39年に黒田町（曽根を除く）、玉ノ井村、里小牧村が合併して木曽川町の前

身が誕生し、明治43年に町名を木曽川町と改め、現在に至ります。 

 

３．人口・世帯 

新市の人口は、平成12年10月１日現在、362,726人で、年齢別人口では、15歳未満は56,730

人、15歳以上65歳未満は252,633人、65歳以上は53,174人で割合にすると、15.6％、69.6％、14.7％

となります。名古屋市を除く県内都市の平均と比較すると、高齢化率が高い地域であると言え

ます。 

世帯数は約 12 万世帯で、１世帯あたりの人員は 3.07 人と、県内都市平均（2.91 人）と比べ

て高い状況です。また、高齢単身世帯の割合は 4.2％で、県内都市平均（3.9％）と比べると、

若干高い水準にあります。 

図表１－２ 新市の年齢階層別人口と世帯数 

 

図表１－１ 新市の位置 
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JR岐阜駅
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JR尾張一宮駅
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5km

0 5 10km0 5 10km0 5 10km

JR岐阜駅

JR名古屋駅

JR尾張一宮駅

15km

10km

5km

市町村
総数
（人）

年少人口
（15歳未満）

（人）

生産年齢人口
（15～64歳）

（人）

高齢者人口
（65歳以上）

（人）

世帯数
（世帯数）

高齢単身
世帯数
（世帯）

一宮市 273,711 42,397 191,111 40,015 89,984 3,887

尾西市 57,956 9,263 39,973 8,720 18,122 744

木曽川町 31,059 5,070 21,549 4,439 9,975 363

新市計 362,726 56,730 252,633 53,174 118,081 4,994

割合（％） 15.6 69.6 14.7 4.2

世帯人員（人） 3.07

名古屋市を除く
県内都市平均

125,129 20,074 87,921 17,023 42,998 1,665

※割合（％） 16.0 70.3 13.6 3.9

世帯人員（人） 2.91
資料：総務省「平成12年国勢調査」

平成12年10月１日現在

※　割合（％）＝
名古屋を除く県内都市の対象人口（世帯）の総和
名古屋を除く県内都市の人口（世帯）の総和

×100
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４．産業・経済 

（１）産業構造 
当地域は、毛織物産地として繊維産業を中心に商工業が発展してきました。近年は第２次

産業の比率が低下し、第３次産業の占める割合が高まっています。 

 

図表１－３ 新市の産業大分類別就業者数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）工業 

新市の製造品出荷額等は約 6,606 億円で、県内 15 位に相当しています。平成８年から平成

13 年までの推移をみると、全出荷額は約 885 億円減少しており、なかでもこの地域の地場産

業である「繊維工業」の割合は 34.8％から 24.1％へと大幅に減少し、逆に「電気機器」が１

位となり、金額・割合とも大きく増加するなど、工業の分野では、大きな構造転換が図られ

ています。（図表１－４） 

一方、従業員数は、「金属製品」と「一般機械」が若干増加しているものの、他の品目分類

では減少しており、全体として 7,912 人減少しています。（図表１－５） 

事業所数は、全体で 541 事業所減少しており、すべての品目分類において減少しています。

（図表１－６） 

平成12年10月1日現在

昭和55年（1980） 平成12年（2000）
就業者数（人） 　総数 　第１次産業 　第２次産業 　第３次産業 　総数 　第１次産業 　第２次産業 　第３次産業

一宮市 121,508 5,187 55,938 60,329 141,831 2,354 52,635 84,665
尾西市 27,588 1,216 15,766 10,599 30,831 605 13,764 16,337
木曽川町 13,784 269 7,934 5,573 16,289 121 6,902 9,188
新市計 162,880 6,672 79,638 76,501 188,951 3,080 73,301 110,190

愛知県 3,048,896 166,269 1,292,074 1,588,973 3,687,238 109,181 1,360,214 2,192,586
全国計 55,811,309 6,110,987 18,737,426 30,901,357 62,977,960 3,172,509 18,571,057 40,484,679

構成比 　総数 　第１次産業 　第２次産業 　第３次産業 　総数 　第１次産業 　第２次産業 　第３次産業

一宮市 100.0% 4.3% 46.0% 49.7% 100.0% 1.7% 37.1% 59.7%
尾西市 100.0% 4.4% 57.1% 38.4% 100.0% 2.0% 44.6% 53.0%
木曽川町 100.0% 2.0% 57.6% 40.4% 100.0% 0.7% 42.4% 56.4%
新市計 100.0% 4.1% 48.9% 47.0% 100.0% 1.6% 38.8% 58.3%

愛知県 100.0% 5.5% 42.4% 52.1% 100.0% 3.0% 36.9% 59.5%
全　国 100.0% 10.9% 33.6% 55.4% 100.0% 5.0% 29.5% 64.3%
注）総数には、分類不能の就業者数を含む。 資料：総務省「平成12年国勢調査」
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図表１－４ 新市の製造品出荷額等の推移（金額・構成比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－５ 新市の従業員数（工業）の推移（人数・構成比） 
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繊維工業 衣服身回品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属製品 一般機械 電気機器 その他

総数：34,267

総数：26,355

[人]

単位：百万円

製造品出荷額等 総数 繊維工業 衣服身回品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属製品 一般機械 電気機器 その他
平成８年 749,094 260,669 23,453 90,244 20,797 77,682 153,713 122,536

平成１３年 660,618 159,180 12,976 41,975 28,662 68,951 199,100 149,773
増減額 △ 88,476 △ 101,488 △ 10,477 △ 48,270 7,866 △ 8,731 45,388 27,237

注１）総額は、四捨五入の関係から単純合計とは一致しない。 資料　県企画部統計課「あいちの工業」 

注２）「その他」については増加しているが、秘匿数字を含むため、どの品目分類が影響しているかは把握できない。

単位：人

従業員数 総数 繊維工業 衣服身回品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属製品 一般機械 電気機器 その他
平成８年 34,267 14,549 2,688 3,308 1,375 2,704 2,373 7,270

平成１３年 26,355 9,086 1,335 2,546 1,395 2,729 1,911 7,353
増減数 △ 7,912 △ 5,463 △ 1,353 △ 762 20 25 △ 462 83

注１）総額は、四捨五入の関係から単純合計とは一致しない。 資料　県企画部統計課「あいちの工業」 

注２）「その他」については増加しているが、秘匿数字を含むため、どの品目分類が影響しているかは把握できない。
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図表１－６ 新市の事業所数（工業）の推移（事業所数・構成比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）商業 

当地域は、繊維工業製品を中心とする卸売業などを中心に、尾張西部最大の商業地として

発展してきました。 

新市の年間販売額（卸・小売業計）は約9,181億円で、県内５位に相当しますが、郊外店舗

の立地等によって、中心市街地の商業拠点性は低下傾向にあります。 

 

図表１－７ 新市の事業所数等（商業）の推移 

平成9年 平成14年 伸び率(%) 平成9年 平成14年 伸び率(%) 平成9年 平成14年 伸び率(%)
一宮市 2,703 2,424 89.68 1,072 930 86.75 3,775 3,354 88.85
尾西市 525 424 80.76 123 99 80.49 648 523 80.71
木曽川町 293 284 96.93 59 53 89.83 352 337 95.74
新市計 3,521 3,132 88.95 1,254 1,082 86.28 4,775 4,214 88.25
愛知県 74,204 65,689 88.52 28,816 26,421 91.69 103,020 92,110 89.41
一宮市 15,541 15,631 100.58 8,612 7,214 83.77 24,153 22,845 94.58
尾西市 2,739 2,454 89.59 1,034 634 61.32 3,773 3,088 81.84
木曽川町 1,348 1,884 139.76 274 294 107.30 1,622 2,178 134.28
新市計 19,628 19,969 101.74 9,920 8,142 82.08 29,548 28,111 95.14

(人) 愛知県 409,138 446,797 109.20 324,117 287,515 88.71 733,255 734,312 100.14
一宮市 329,793 290,811 88.18 646,475 499,446 77.26 976,268 790,257 80.95
尾西市 49,898 35,942 72.03 55,822 54,569 97.76 105,720 90,511 85.61
木曽川町 19,691 27,591 140.12 11,066 9,743 88.04 30,757 37,334 121.38
新市計 399,382 354,344 88.72 713,363 563,758 79.03 1,112,745 918,102 82.51

(百万円) 愛知県 8,605,120 8,059,876 93.66 50,254,028 33,465,615 66.59 58,859,148 41,525,491 70.55
一宮市 278,814 299,144 107.29 - - - 278,814 299,144 107.29
尾西市 55,121 55,252 100.24 - - - 55,121 55,252 100.24
木曽川町 19,004 42,570 224.01 - - - 19,004 42,570 224.01
新市計 352,939 396,966 112.47 - - - 352,939 396,966 112.47

(㎡) 愛知県 7,316,602 8,062,541 110.20 - - - 7,316,602 8,062,541 110.20
資料：愛知県企画振興部統計課「商業統計調査結果報告書」
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8.2%

77

3.9%

338

17.0%

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

Ｈ１３

Ｈ８

繊維工業 衣服身回品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属製品 一般機械 電気機器 その他

総数：1,988

総数：1,447

事業所数 総数 繊維工業 衣服身回品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属製品 一般機械 電気機器 その他
平成８年 1,988 917 246 132 115 163 77 338

平成１３年 1,447 598 125 131 91 149 56 297
増減数 △ 541 △ 319 △ 121 △ 1 △ 24 △ 14 △ 21 △ 41

注１）総額は、四捨五入の関係から単純合計とは一致しない。 資料　県企画部統計課「あいちの工業」 
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（４）農業 

当地域は、肥沃な濃尾平野に育まれ、新市の農業粗生産額は、約68億円で県内11位に相当

します。生産額の高い農作物としては、一宮市では野菜（大根、なす、ねぎ）、花き、尾西市

では水稲、野菜（白菜、山椒、ウド）、木曽川町では水稲、玉ねぎの採種、野菜（白菜、ねぎ、

キャベツ）があります。 

 

図表１－８ 新市の農業粗生産額（平成12年） 

単位：百万円 総額 米 野菜 畜産
一宮市 5,497 1,231 1,639 991
尾西市 894 430 270 37

木曽川町 398 142 43 35

新市計 6,789 1,803 1,952 1,063

資料：東海農政局「愛知農林水産統計年報」  

 

 

５．土地利用 

当地域は、人口30万超を擁する都市でありながら、農用地、河川水路等の占める面積が４割

を超えており、高次な都市機能と緑や水辺など豊かな自然環境が調和した地域です。 

 

図表１－９ 地目別土地利用面積 

(住宅地) (工業用地)
(その他
宅地)

8,239 2,570 - 634 1,455 3,179 2,250 163 766 401
(100.0%) (31.2%) - (7.7%) (17.7%) (38.6%) (27.3%) (2.0%) (9.3%) (4.9%)

2,201 654 - 372 324 812 533 70 209 39
(100.0%) (29.7%) - (16.9%) (14.7%) (36.9%) (24.2%) (3.2%) (9.5%) (1.8%)

951 222 - 185 158 362 243 23 96 24
(100.0%) (23.3%) - (19.5%) (16.6%) (38.1%) (25.6%) (2.4%) (10.1%) (2.5%)
11,391 3,446 - 1,191 1,937 4,353 3,026 256 1,071 464

(100.0%) (30.3%) - (10.5%) (17.0%) (38.2%) (26.6%) (2.2%) (9.4%) (4.1%)
515,478 85,332 220,881 24,127 44,298 87,819 51,406 13,174 23,239 53,021
(100.0%) (16.6%) (42.8%) (4.7%) (8.6%) (17.0%) (10.0%) (2.6%) (4.5%) (10.3%)

資料：愛知県企画振興部土地水資源課「土地に関する統計年報（平成14年版）」

愛知県

一宮市

尾西市

木曽川町

新市計

河川水路 道路 宅地 その他単位：ha 行政面積 農用地 森林原野
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６．生活圏 

（１）通勤・通学 
尾西市、木曽川町では通勤・通学者の過半数が市町外に流出していますが、通勤・通学先

としては一宮市の割合が高く、一宮市を中心とした通勤・通学面での結びつきがうかがわれ

ます（２市１町内就業率：60.0%）。 

平成２年と比較すると、各市町とも自市町内へ通勤・通学する人の割合は低下しており、

名古屋市、他県への流出割合が増加しています。 

 

図表１－10 通勤・通学の状況 

①平成2年

常住就業者・通学者（人）

名古屋市 一宮市 尾西市 木曽川町 他県
一宮市 159,717 94,940 64,777 26,354 4,531  1,869 7,476

59.4% 40.6% 16.5% 2.8% 1.2% 4.7%
尾西市 35,313 19,086 16,227 4,223 5,783  358 1,524

54.0% 46.0% 12.0% 16.4% 1.0% 4.3%
木曽川町 17,630 7,336 10,294 2,758 3,198 678 1,652

41.6% 58.4% 15.6% 18.1% 3.8% 9.4%
新市計 212,660 137,779 74,881 33,335 10,652

64.8% 35.2% 15.7% 5.0%

②平成12年
常住就業者・通学者（人）

名古屋市 一宮市 尾西市 木曽川町 他県
一宮市 156,970 86,292 70,678 25,835 4,342  1,986 9,004

55.0% 45.0% 16.5% 2.8% 1.3% 5.7%
尾西市 33,981 15,607 18,374 4,287 6,102  429 2,108

45.9% 54.1% 12.6% 18.0% 1.3% 6.2%
木曽川町 17,886 6,268 11,618 2,973 3,492 701 2,026

35.0% 65.0% 16.6% 19.5% 3.9% 11.3%
新市計 208,837 125,219 83,618 33,095 13,138

60.0% 40.0% 15.8% 6.3%
注）表中％は、常住就業者・通学者総数に対する通勤・通学先の割合を示す。 資料：総務省「国勢調査」

総数 自市町村 他市町村

総数 自市町村 他市町村
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（２）商圏・買物 

地元購買率を見ると、贈答品、買回品などをはじめ、一宮市の中心性は依然として高くな

っています。これを尾西市域、木曽川町域それぞれとの関係で見ると、尾西市域との関係で

は、高まる傾向にありますが、木曽川町域との関係では、地元大型店の立地により自町内の

購買率が高まるなど、一宮市の吸引力は低下傾向にあります。 

 

図表１－11 一宮市の吸引力の推移 

買回品 準買回品 最寄品 贈答品

尾西市 木曽川町 尾西市 木曽川町 尾西市 木曽川町 尾西市 木曽川町

平成３年 24.5 42.7 16.0 31.7 8.3 16.6 34.6 39.9

平成６年 23.4 47.0 15.8 34.5 11.7 23.6 33.8 46.8

平成９年 26.4 48.3 18.6 37.5 11.7 25.2 43.1 53.4

平成12年 26.3 34.6 13.4 23.8 14.8 11.9 35.3 38.3

伸び率
（H12/H3）

107.3% 81.0% 83.8% 75.1% 178.3% 71.7% 102.0% 96.0%

資料：愛知県産業労働部「消費者動向調査結果報告書尾張部における動向（平成13年）」  
 

 

図表１－12 買物（買回り品）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：愛知県産業労働部「消費者動向調査結果 

報告書尾張部における動向（平成 13 年）」

買回品：紳士服、婦人服、スポーツ、 

レジャー用品、電気製品 

30％以上

10～20％

40～60％

外部への流出率

0 5 10km0 5 10km

他県

60％以上

40％以下

20～30％

自市町内購買率
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７．都市基盤 

新市は、全域が都市計画区域であり、そのうち市街化区域が約３割を占めています。残りの

７割を占める市街化調整区域においては、スピードは緩いながらもＤＩＤ（人口集中地区）が

年々拡大し、人口密度が高くなっているため、効率的な基盤整備が難しい状況であると言えま

す。 

交通条件は、鉄道や高速道路などが充実しており、広域的な移動についても十分な利便性が

確保されています。一方、生活基盤については、下水道普及率、都市公園の整備率などは、県

内同規模他団体と比較すると低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－15 都市計画区域の状況 

人口集中地区
面積（ha）

市街化
区域

調整区域
市街化
区域

調整区域

一宮市 8,239 3,322 3,523 190,459 8,239 2,585 5,654 5,725 2,349

尾西市 2,201 2,633 829 37,790 2,201 723 1,478 6,017 1,719

木曽川町 951 3,266 500 22,248 951 494 457 5,651 853

新市計 11,391 3,184 4,852 250,497 11,391 3,802 7,589 5,771 2,136

豊橋市 26,126 1,397 4,662 256,696 26,126 6,174 19,952 4,713 408

岡崎市 22,697 1,483 4,705 246,992 22,697 5,741 16,956 5,208 264

春日井市 9,271 3,102 4,553 250,156 9,271 4,569 4,702 5,419 991

豊田市 29,011 1,210 4,010 231,334 29,011 4,919 24,092 5,124 422

時点：市街化区域‥平成14年3月31日、その他は平成12年10月1日現在。

資料：愛知県企画振興部土地水資源課「土地に関する統計年報」、都市計画協会「都市計画年報」

人口密度(人/k㎡)行政面積
（ha）

人口密
度

(人/k㎡)

都市計
画区域
（ha）

面積
（ha）

人口
（人）

 
 

 

図表１－14 交通基盤の状況 

国道１５５号

国道２２号 

名神高速道路

東海北陸自動車道 

名鉄尾西線
名鉄名古屋本線 

ＪＲ東海道本線 ＪＲ東海道新幹線

一宮市 

木曽川町

尾西市

国道１５５号

図表１－13 DID の変遷 

資料：総務省「国勢調査（昭和 35 年、昭和 50 年、平成 12 年）」
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図表１－16 生活基盤の状況 

都市公園 土地区画整理事業
認可済 施行中 換地処分済

件数
面積
(ha)

件数
面積
(ha)

件数
面積
(ha)

一宮市 91.39 32.9 100 132.28 4.71 13 1,111 3 129 10 982

尾西市 - - 6 12.55 2.13 - - - - - -

木曽川町 - - 1 6.99 2.19 - - - - - -

新市計 91.39 24.9 107 151.82 4.09 13 1,111 3 129 10 982

豊橋市 259.59 72.8 333 345.04 9.46 26 1,727 3 67 23 1,661

岡崎市 166.60 49.6 196 348.20 10.35 37 1,666 6 176 31 1,491

春日井市 173.27 60.1 226 305.15 10.61 47 3,272 9 298 38 2,974

豊田市 157.56 46.0 136 380.40 10.83 27 1,075 7 290 20 785
時点：下水道は平成14年3月31日、都市公園は平成13年3月31日、土地区画整理事業は平成14年3月31日。

下水道
処理区域

人口
（千人）

普及率
（％）

箇所
面積

（ha）
1人当たり
面積（㎡）

資料：愛知県「愛知県都市公園現況」「土地に関する統計年報（平成14年版）」下水道課資料 
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第２章：主要指標の見通し 

 
１．人口の見通し 

新市の人口は、合併時の平成17年は368,919人で、計画期間の５年目の平成21年は370,623人、

10年目の平成26年では369,387人と見込まれます。 
そのうち、15歳未満の人口は、平成17年の56,466人（15.3％）から平成21年では54,776人

（14.8％）、平成26年では50,524人（13.7％）となり、少子化するものと見込まれます。 
一方、65歳以上の高齢者は、平成17年の67,056人（18.2％）から平成21年では78,086人

（21.1％）、平成26年では91,085人（24.7％）と、約1.4倍に増加すると見込まれます。 
 
図表２－１ 年齢区分別人口・構成比の推移 

単位：人・％

新市 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H21 H26
0～14歳 62,890 57,320 56,730 56,466 54,353 49,567 54,776 50,524
15～64歳 250,149 254,769 252,633 245,397 235,852 225,759 237,761 227,778
65歳以上 33,597 41,890 53,174 67,056 80,844 93,645 78,086 91,085

うち75歳以上 13,044 15,977 19,774 25,849 33,688 42,745 32,120 40,934

総人口 346,972 353,999 362,726 368,919 371,049 368,971 370,623 369,387

0～14歳 18.2% 16.2% 15.6% 15.3% 14.6% 13.4% 14.8% 13.7%

15～64歳 72.1% 72.0% 69.6% 66.5% 63.6% 61.2% 64.2% 61.7%
65歳以上 9.7% 11.8% 14.7% 18.2% 21.8% 25.4% 21.1% 24.7%

うち75歳以上 3.8% 4.5% 5.5% 7.0% 9.1% 11.6% 8.7% 11.1%

人
口

構
成
比

資料：総務省「国勢調査」等

注１）年齢不明は除く
注２）平成２～12年は実績値。平成17～27年は、コーホート要因法による推計値。
注３）平成21、26年は、コーホート要因法による推計結果をもとにトレンドにより推計。  

 

図表２－２ 全国・愛知県の人口の将来推計 

単位：千人・％

全国 H12 H17 H22 H27 H21 H26 愛知県 H12 H17 H22 H27 H21 H26

0～14歳 18,505 17,727 17,074 16,197 17,205 16,372 0～14歳 1,086 1,067 1,032 962 1,039 976

15～64歳 86,380 84,590 81,665 77,296 82,250 78,170 15～64歳 4,934 4,856 4,703 4,506 4,734 4,545

65歳以上 22,041 25,392 28,735 32,772 28,066 31,965 65歳以上 1,024 1,236 1,470 1,720 1,423 1,670

総人口 126,926 127,708 127,473 126,266 127,520 126,507 総人口 7,043 7,159 7,205 7,188 7,196 7,191

0～14歳 14.6% 13.9% 13.4% 12.8% 13.5% 12.9% 0～14歳 15.4% 14.9% 14.3% 13.4% 14.4% 13.6%

15～64歳 68.1% 66.2% 64.1% 61.2% 64.5% 61.8% 15～64歳 70.1% 67.8% 65.3% 62.7% 65.8% 63.2%

65歳以上 17.4% 19.9% 22.5% 26.0% 22.0% 25.3% 65歳以上 14.5% 17.3% 20.4% 23.9% 19.8% 23.2%

資料：国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口(平成14年3月推計)」

人
口

人
口

構
成
比

構
成
比

 

 

 

人口推計の方法（コーホート要因法） 
・ コーホート要因法とは、同年又は同時期に出生した人口集団（コーホート）を単位として、将来変化を推計する方法で

す。 

・ 例えば、ある地域の 20～24 歳の人口集団は、5 年後には 25～29 歳の集団となりますが、5 年間の変化（増減）は、「死

亡数」と「移動数」によって生じます。 

・ この死亡数と移動数をコーホートごとに仮定し、将来的な人口の推移を推計しています。 

【推計の前提条件】 
○出生率、生残率、出生性比…国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成 14 年 1 月)」における仮定値

を使用。出生率は中位推計を適用。 
○純移動率…愛知県人口動向調査、国勢調査から性別・年齢別の移動人口、純移動率を推計。 



 13

２．世帯数の見通し 

新市の世帯数は、平成17年では123,277世帯、平成21年では125,742世帯、平成26年では

127,369世帯へと増加すると見込まれます。 
一方、世帯人員をみると、平成17年の2.99人／世帯から平成21年では2.95人／世帯、平成26

年では2.90人／世帯へと減少すると見込まれます。 
 
図表２－３ 全国・愛知県・新市の世帯数の将来推計 

単位：戸・人

H12 H17 H22 H27 H21 H26

新市 118,081 123,277 126,358 127,622 125,742 127,369

愛知県 2,493,894 2,604,015 2,669,401 2,697,057 2,656,324 2,691,526

全国 46,407,432 48,226,765 49,142,002 49,272,617 48,958,955 49,246,494

新市 3.07 2.99 2.94 2.89 2.95 2.90

愛知県 2.78 2.70 2.65 2.60 2.66 2.61

注１）国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）：2000（平成12）年3月推計』

　　　における愛知県世帯数の将来増加率をもとに推計。

注２）平成21、26年は、コーホート要因法による推計結果をもとにトレンドにより推計。

世帯数

世帯人員
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第３章：新市建設の基本方針 

 

１．施策の体系 

これまでに示した２市１町の概況や主要指標の見通しなどを踏まえ、次の体系で新市の施策

を整理します。 

 

図表３－１ 新市の将来像の体系図 

 

 

 

教育・文化の振興 都市基盤の整備 住民参加・ｺﾐｭﾆﾃｨの推進 行財政基盤の強化 

保健・医療と福祉の充実 生活環境の整備 産業の振興

新市将来像の７つの礎

 暮らし、産業活動など

幅広い分野にわたり、安

心して諸活動が展開でき

るまちづくりを目指しま

す。

 住民、企業等この地域

に関わりを持つ全ての主

体が元気に活動できるま

ちづくりを目指します。

 市民・行政が良好で緊 
密な連携のもと、互いに 
協力し合いながら、協働 
による、きめ細やかなま 
ちづくりを目指します。 

安心 元気 協働

健やかでいきいきと 
暮らせるまちづくり 

自然と共生する
快適なまちづくり

たくましい産業が 
躍動するまちづくり 

個性を育む 
教育・文化のまちづくり

活発な交流が生まれる
魅力あるまちづくり

市民と行政の協働が
織りなすまちづくり

分権時代に生きる 
自立したまちづくり 

木曽の清流に映え、

心ふれあう躍動都市 一宮 

基 

本 

理 

念 

将 

来 
像 

基 

本 

方 

針
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２．新市の基本理念 

“安心” 

住民や地域社会を取り巻く環境は大きく変化し、それに伴う行政サービスの高度化・多様化

へのニーズも高まっています。 

なかでも、未だ経験したことのない急速な少子・高齢化の進展とこれに伴う人口減少は、地

域活力の低下への不安、加齢による健康や福祉分野での不安、子育てへの不安など、地域社会

の様々な側面で大きな影響を及ぼすことが懸念されています。 

また、地震などの大規模自然災害、地球環境破壊、食に対する不安、交通災害、多様化する

犯罪など様々な不安が社会問題化する中にあって、地域づくりにおいても、ハード・ソフトに

わたって、安心して暮らし、活動できる総合的な環境づくりを進める必要があります。 

この地域の魅力であり特色である豊かでゆとりある環境を十分に生かしながら、幅広い分野

にわたり安心して諸活動が展開できるまちづくりを目指します。 

 

“元気” 

長引く産業経済活動の低迷や、間近に迫った人口減少時代など、社会全般に閉塞感が広がる

中、地域の活力を高めながら、長期にわたり地域間競争を生き抜くことのできる足腰の強い地

域づくりが求められています。 

とりわけ、繊維産業を中心とした産業構造の高度化や新産業の創出、雇用の確保など地域の

産業経済活動全般に活力を取り戻すことはこの地域の緊急の課題であり、新しいまちづくりを

進める中で、重点的に取り組んでいく必要があります。 

また、当地域は、古くから交通の要衝にあり、最近では、高速交通基盤の整備充実が図られ

るなど、広域交通条件が高まるとともに、域内では、一宮駅周辺を中心とした放射状の鉄道・

道路網も充実するなど、交通結節性が極めて高く、この好条件を生かした活発な交流が展開さ

れる地域づくりが求められています。 

住民、企業などこの地域に関わりを持つ全ての主体が元気に活動できるまちづくりを目指し

ます。 

 

“協働” 
価値観の個性化・多様化とともに、あらゆる分野において、多様な地域づくりが求められて

います。 

とりわけ、住民意識や社会貢献意欲の高まりを背景に、ＮＰＯ、ボランティアなど住民が主

体的に地域づくりに関わるケースや、いきいきとした活動を求め、積極的に地域社会に関わる

ケースなど、地域社会における住民、企業など市民の役割や責任がより一層大きなものになっ

ています。 

一方、行政においても、少子・高齢化や環境意識の高まり、さらに地方分権のうねりなど、

社会を取り巻く大きな変化に的確に対応できる地域づくりを進めるため、市民の多様な参加機

会が確保された、開かれた行政運営が求められています。 

こうした状況を踏まえ、これからは、あらゆる地域づくりの分野にわたって、市民・行政が

良好で緊密な連携のもと、互いに協力し合いながら様々な取組みを進めていくことが必要です。 

市民と行政の協働による、きめ細やかなまちづくりを目指します。 
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３．新市の将来像 

 

木曽の清流に映え、 

心ふれあう躍動都市 一宮 

 

新市は、木曽川に接する距離が18㎞余となり、文字どおり「母なる木曽川」の恩恵を受けた

「新都市」となります。 

この木曽川が育んだ豊かな自然や、これまで蓄積された歴史・文化を礎に、「安心」、「元

気」、「協働」の基本理念のもと、次世代を担う人材づくりとしての教育の充実や、地域活動

向上のための産業振興など、躍動感あふれるまちづくりを目指します。 

 

 
４．新市の基本方針 ～新市将来像の７つの礎～ 
 
（１）保健・医療と福祉の充実 

“健やかでいきいきと暮らせるまちづくり” 

少子高齢化がますます進行する中、人々が健康増進を図り、生涯を通じて、安心していき

いきと暮らせるまちづくりを進めます。 

 

（２）生活環境の整備 

“自然と共生する快適なまちづくり” 

新市の北西を流れる木曽川がもたらす豊かな恵みを大切にしながら、快適でうるおいに満

ちた安全なまちづくりを進めます。 

 

（３）産業の振興 

“たくましい産業が躍動するまちづくり” 

この地で蓄積された技術力等を最大限に生かしつつ、繊維産業をはじめとした既存産業の

高度化を行うとともに、新規産業の創出やブランド力の強化を図るなど、活力に満ちたまち

づくりを進めます。 

 

（４）教育・文化の振興 

“個性を育む教育・文化のまちづくり” 

未来を担う個性豊かな子どもたちを育てることができるまちづくり、そして市民一人ひと

りが自由に学び、楽しむことができる生涯学習・生涯スポーツなど自己実現の機会豊かなま

ちづくりを進めます。 
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（５）都市基盤の整備 

“活発な交流が生まれる魅力あるまちづくり” 

高速道路、鉄道など、広域的交通の利便性や特色ある資源を生かしながら、尾張地域の中

核都市にふさわしい、広く人・モノ・情報が集まり、交流するまちづくりを進めます。 

 

（６）住民参加・コミュニティの推進 

“市民と行政の協働が織りなすまちづくり” 

市民と行政とのパートナーシップや、ＮＰＯなどの住民組織の活躍による市民参加など、

市民と行政が共に力を合わせたまちづくりを進めます。 

 

（７）行財政基盤の強化 

“分権時代に生きる自立したまちづくり” 

合併を機に強力に行財政改革を推進しつつ、地方分権の時代に対応した行財政基盤の確保、

足腰の強化を図り、健全で自立したまちづくりを進めます。 

 

 

５．先導的プロジェクト 

 

３つの基本理念及び新市の将来像のもとで、７つの基本方針に従って各種の施策に取り組ん

でいきますが、その中でも、新市の一体性の確立や、合併を契機に住民福祉の向上に資する事

業について、合併後のまちづくりを先導的に進めるといった切り口から、次のプロジェクトに

重点的に取り組んでいきます。 

 

（１）先導的プロジェクト１：“水と緑のネットワーク構想” 

木曽の清流に育まれた豊かな自然環境を最大限に生かし、どこに住んでいても、水環境や

緑などの自然や自然を生かしたレクリエーション空間などが身近に感じられる、うるおいあ

る環境整備や、環境にやさしい都市システムづくりに重点的に取り組みます。 

＜主要事業＞ 

◇木曽川河川敷公園整備（及び遊歩道整備） 

◇公園・緑地・緑道整備 

◇総合体育館建設 

◇余熱利用施設建設 

◇環境対策事業 

（環境基本計画の推進、下水道整備、廃棄物対策） 

 

 

 

 

図表３－２ 構想イメージ１ 
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（２）先導的プロジェクト２：“個性が輝く生きがいのまち構想” 

個々人の価値観が多様化していく中で、地域の伝統や文化を生かしながら、様々な生きが

い活動、自己実現活動が展開できる地域づくりに重点的に取り組みます。 

＜主要事業＞ 

◇福祉・医療施策の充実 

◇文化会館建設 

◇市民文化会館自主事業の充実 

◇親水的スポーツ・レクリエーション施設建設 

◇市立公民館の充実 

◇生涯学習機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）先導的プロジェクト３：“いきいき交流都市構想” 

合併を機に、新市内の結びつきを一層強めるとともに、広域交通の利便性を生かし、広域

的な拠点性を高め、地域内外の交流をより促進するため、東西軸・南北軸の幹線道路網整備

と広域拠点性の向上に重点的に取り組みます。 

＜主要事業＞ 

◇一宮駅周辺開発 

（尾張一宮駅ビルのリニューアル検討含む） 

◇インターチェンジ周辺開発 

◇ＪＲ木曽川駅周辺整備 

◇幹線道路網整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民会館等 文化広場 図書館 博物館等 

図表３－３ 構想イメージ２ 

図表３－４ 構想イメージ３ 
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第４章：新市の施策 

 

１．健やかでいきいきと暮らせるまちづくり（保健・医療と福祉の充実） 

 
（１）施策の方針 

急速に進展する少子・高齢化、核家族化や独居老人の増加など、暮らしを取り巻く状況が

大きく変化しています。 

そうした中で、高齢者の一人暮らし世帯や寝たきり、障害者、母子・父子世帯など社会的

な援助を必要とする世帯に対する福祉サービスの充実や、子どもを安心して産み育てられる

環境づくりなどがより一層求められます。 

また、がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病の増加や、社会生活環境の複雑化・多様化

等に伴うストレスの増加などを背景に、心と体の健康についての意識も大きく高まっていま

す。「自分の健康は自分で守る」という市民の自己管理意識を高めながら、行政としても市

民の健康づくりについて積極的に条件整備に努めるとともに、保健サービスの一層の充実を

図っていくことが必要です。 

子供から高齢者まで様々な世代が、安心して暮らすことができ、また、世代を超えた心の

交流やいきいきとした活動が活発に展開されるまちづくりを進めます。 

 
（２）施策の方向 
①健康づくりの推進 

すべての市民が健やかで心豊かに生活できるよう、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及

び生活の質の向上を実現することを目的とする「健康日本２１地方計画」の策定を進めると

ともに、この計画のもとで、健康づくり組織の育成・支援、保健関係団体等との連携の強化

を通して、市民の健康意識の向上を図り、市民主体の健康づくりを推進します。 
 
②母子保健の充実 

妊娠、出産から子どもの乳幼児期における母親の育児不安解消や育児に対する意欲の高揚

を図るため、思春期からの保健指導をはじめ、母親へのそれぞれの段階における保健指導の

強化や相談に対する、具体的かつ専門的な対応、乳幼児健康診査の精度の向上など、地域に

根ざした母子保健の充実に努めます。 
 

③医療体制の充実 

少子・高齢化の進展や疾病構造の変化、医療技術の進歩、医療に対する意識の変化等に対

応しつつ、市民一人ひとりに良質かつ適切な保健医療サービスを提供し、健康な生活を送る

ことができるよう、医療の高度化、専門化、多様化に対応するため医療施設・設備の整備・

充実を図ります。 
また、医療サービスのさらなる充実を推進するため、民間診療所等におけるホームドクタ

ー（※１）利用を促し、市民病院をはじめとする高度医療との病診連携や機能分担を図ります。 
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④保健予防の充実 
予防接種に関する情報を提供し、市民の知識の習得と接種の重要性の理解に努めつつ、予

防接種歴を把握し、乳児を含めた市民個人の健康管理を支援し、感染症の増加防止に努めま

す。 

また、より精度の高い健診を目指すとともに、健康診査の事後指導を強化し、健康的な生

活習慣を確立できるよう健康増進、発病予防の強化に努めます。 

 

⑤地域福祉の向上 

高齢者や障害者はもとより、市民の誰もが安心して暮らすことのできるよう、互いに助け

合うことができる地域社会の実現に向け、保健・医療・福祉の連携を強化するとともに、社

会福祉協議会など民間福祉活動を充実・強化し、地域福祉推進体制の充実に努めます。 
また、市民の福祉活動に対する主体的な参加を促進するため、福祉教育の推進や啓発活動

を通して地域福祉意識の高揚に努めます。 
なお、中核市移行に伴い実施されることになる保健所事業を中心に、保健・医療・福祉の

総合的かつ高度なサービスを展開します。 
 

⑥高齢者福祉の向上 

介護保険制度の円滑な運営のため、介護保険サービスの充実を図るとともに、高齢者が安

心して暮らせるよう、高齢者福祉サービスの充実に努めます。 

また、高齢者が生きがいを持って健康で暮らせるよう、老人クラブ等の各種活動や、シル

バー人材センターの支援など、生きがいと健康づくりを推進します。 

 

⑦障害者（児）福祉の向上 

障害者基本計画を策定し、ノーマライゼーション（※２）の理念のもと、在宅福祉の充実を

図りつつ、就労の促進を図る社会環境の整備に努めます。 
また、障害者の自立更生を推進するため、障害者福祉施設などの整備・充実を図ります。 

 
⑧母（父）子福祉の向上 

母子家庭等の生活の安定と自立支援のため、民生・児童委員、母子自立支援員などとの連

携を密にし、相談・助言・指導などの支援体制の充実を図ります。 
 

⑨子どもの健全育成 

家庭を中心に、地域、行政が一体となり、子どもの健全な育成と自立、心豊かな情操の高

揚に努めます。 

特に、子育て家庭への支援を積極的に進めるため、地域行動計画を策定するとともに、教

育、保健医療、子育て支援関係機関等の連携を一層強めていきます。 

また、保育体制の充実など子育て支援機能の充実や乳幼児医療の充実など、子どもを安心

して産み育てることができる総合的な環境づくりを進めます。 
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⑩保育体制の充実 

多様な保育需要に対応するため、住民ニーズを的確に把握し、保育サービスの向上に努め

ます。 
 
（３）主要施策 

事業名 事業概要 

健康日本２１地方計画

策定事業 

木曽川町の「健康づくり宣言」の趣旨を生かした健康日本２１地

方計画の策定 

生きがいと健康づくり

推進事業 

健康づくり推進協議会、健康フェア事業、高齢者の生きがいと健

康づくり推進事業等の推進 

市民病院整備事業 市民病院本館の建替 

尾西市民病院耐震補強工事 

予防接種管理支援及び

乳幼児健康管理システ

ム事業 

適切な時期における必要なサービス提供のための個人の健康管理

（予防接種歴、各乳幼児健診情報）システムの確立 

乳幼児医療給付事業 小学校就学前までの医療費助成 

保健所運営事業 中核市移行に伴う保健所の設置、管理運営 

介護サービス充実事業 特別養護老人ホーム等の整備促進 

高齢者生きがい施設整

備事業 

高齢者生きがい施設の整備 

障害者基本計画の策定 障害者の社会参加と自己実現を目指す基本計画の策定 

健康診査事業 基本健康診査、各種がん検診、乳幼児健康診査等、各種健康診査

の推進 

放課後児童健全育成事

業 

留守家庭児童の養育環境の向上推進 

 
 

（※１）ホームドクター   ：掛かり付け医 

（※２）ノーマライゼーション：障害者に、すべての人がもつ通常の生活を送る権利を可能な限り保障することを目標に社会

福祉をすすめること。  
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２．自然と共生する快適なまちづくり（生活環境の整備） 

 
（１）施策の方針 

阪神・淡路大震災や、東海豪雨などの自然災害を契機に、消防･防災に対する市民の関心が

高まっており、災害に強い安全なまちづくりが求められています。 

また、市民ニーズの高度化、多様化により、うるおいややすらぎ、快適性などが求められ

るとともに、地球環境の視点からは、環境への負荷が少ない循環型社会への転換、自然環境

の保全、人と自然が共生する社会の実現が求められています。 

木曽川の恵みに育まれた、水と緑を生かしながら、快適でうるおいに満ち、安心して住め

るまちづくりを進めます。 

 

（２）施策の方向 
①災害に強いまちづくり 

地震・水害など大規模な自然災害から市民の生命・財産を守るため、河川改修、流域貯留、

橋梁の耐震化、水道管等ライフラインの耐震化・多重化など都市基盤の災害対策を進めると

ともに、民間・公共の建築物等の耐震性強化を促進するなど、災害に強い都市づくりを進め

ます。 
 
②消防・防災体制の充実 

災害の複雑多様化、大規模・広域化に対応するため、防災拠点としての消防署（所）の耐

震改修、消防活動を支える装備や消防・救急無線のデジタル化など消防情報処理体制の整備

を行うとともに、機動的な消防組織体制・救急活動体制の確立に努めます。 
また、火災予防行政・防災行政を推進するとともに、地域の消防団活動の充実を図ります。 

 
③交通安全の確保 

国・県と歩調をあわせ、地域交通安全会や警察署、各種団体の協力のもと、交通安全運動

や交通安全教室等を行い、交通安全意識の高揚に努めます。 
また、歩道、道路照明灯、ガードレールの設置による交通安全施設の充実に努めます。 

 

④地球環境保全 

市の環境をよりよく保ち、次の世代へ引き継いでいくために、環境基本計画を基本に、市

民、事業者、行政のそれぞれの責任と互いの協働を基調に環境との調和の中で、持続的発展

が可能な社会の形成を目指します。 

行政としても、公用車の低公害化や公共交通機関の利用、新エネルギーの普及促進など、

環境負荷の低減に努めます。 

 

⑤防犯体制の充実 

防犯協会や警察署、各種団体と協力し、防犯教室や夜間パトロール等の実施を通して、防
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犯意識の高揚に努めます。 

また、近年、社会問題となっている連れ去りや空き巣ねらい、車上ねらいなど身近な犯罪

等を未然に防止するため、近隣住民が互いに協力しあう共同防犯組織等の強化と体制の充実

を図ります。 

 

⑥河川及び周辺環境の整備 

治水安全性の向上を図るために、新しい総合治水計画のもとで、雨水貯留施設、ポンプ場

等の整備、河川の改修整備等を推進します。 
また、河川、水路等の水辺環境を生かし、うるおいのある環境の創出を図ります。 

 
⑦快適な住環境整備 

安全で安心できる住宅の供給と良質で多様な住宅ニーズへの対応が求められる中、市営住

宅建替えの推進とうるおいのある住環境の整備に努めます。 
 

⑧公園・緑地・緑道の整備 

公園・緑地・緑道の整備等を通じ、水と緑のネットワークの形成を進め、快適で魅力ある

まちづくりを推進します。 
とりわけ、関係機関と連携しながら、国営木曽三川公園の整備促進に努めるとともに、活

発な人の交流が生み出される総合的な拠点づくりと遊歩道などのネットワークづくりを進め

ます。 
 

⑨ごみゼロ社会の構築 

ごみゼロ社会を目指し、生産者、消費者とともにごみの減量・分別・リサイクルを推進し

ます。 
また、ごみを適正に処理・処分できるよう、ごみ処理基本計画及び一般廃棄物処理計画を

見直す中で、最終処分場整備や粗大ごみ処理施設建設等ごみ処理施設等を整備します。 
 
⑩し尿等処理体制の充実 

市民の衛生的な生活環境の維持と公共用水域の水質保全に努めるため、合併処理浄化槽設

置に係る補助事業を推進するとともに、浄化槽の適正な維持管理の啓発を図ります。 
また、新市全体の公共下水道の整備状況及び浄化槽の普及状況等を勘案しつつ、必要に応

じて、し尿及び浄化槽汚泥処理施設の拡充整備と円滑かつ効率的な運営を進めます。 
 

⑪上水道の整備 

老朽配水管の布設替えなどの改良事業を積極的に行い、給水の安定と漏水の防止を図りま

す。 
また、耐震化対策、水質管理強化、節水への啓発などについても引き続き推進します。 
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⑫下水道の整備 

公共下水道整備計画に基づき、単独公共下水道事業、流域関連公共下水道事業を積極的に

推進し、下水道普及率の向上を図り、都市の健全な発達及び生活環境の向上と公共用水域の

水質保全に努めます。 
 
⑬不快害虫の発生防止 

国、県と連携し、木曽川沿岸に発生するキソガワフユユスリカの発生防止対策を検討・推

進し、良好な生活環境の保全に努めます。 
 
（３）主要施策 

事業名 事業概要 

防災関係機関連携（防

災無線）強化事業 

新 260MHz 帯デジタル方式地域防災無線システムの整備 

消防署改修（耐震）事

業 

消防本部・本署庁舎の改修（耐震） 

環境基本計画の推進 環境基本計画に基づく環境保全施策の推進 

市営住宅建設事業 ストック総合活用計画に基づく市営住宅建替等の推進 

総合治水計画策定事業 総合治水計画の策定 

雨水貯留施設等整備事

業 

学校、公園等の貯留施設整備、調整池の整備 

河川等水位監視システ

ム整備事業 

浸水個所（重要監視地点）における雨量・水位・ポンプ運転状況

を把握する遠隔システムの構築 

木曽川河川敷公園整備

事業 

木曽川河川敷一帯の整備(公園、遊歩道)  

緑道整備事業 奥村井筋など緑道の整備 

公園・緑地整備事業 公園・緑地の整備拡充 

余熱利用施設建設事業 環境学習の場としてビオトープの建設 

最終処分場整備事業 光明寺最終処分場建設 

粗大ごみ処理施設建設

事業 

一宮市環境センター内粗大ごみ処理施設の建替 

斎場整備事業 斎場の建替 

火葬場休憩棟建築及び修景工事 
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３．たくましい産業が躍動するまちづくり（産業の振興） 

 
（１）施策の方針 

主力産業である繊維産業については、グローバル化、従業員の高齢化、後継者不足等から、

極めて厳しい状況にあり、その対応が求められています。 
また、近年、当地域において、シェアを伸ばしつつある、電気機器、一般機械など他の分

野においても活力を高めていく必要があります。 
農水産業については、この地域の特色を生かしブランド化を進めるとともに、商業・サー

ビス業については、商店街振興策を中心に活力を高める取組みを進めていく必要があります。 
今後も、この地で蓄積された技術力等を最大限に生かしつつ、既存産業の高度化を行うと

ともに、新規産業の創出やブランド力の強化を図るなど、工業・商業・農水産業等あらゆる

産業分野の活性化に努め、産業活力のあふれるまちづくりを進めます。 
 
（２）施策の方向 
①工業の振興 

既存産業の高度化や地場産業である繊維産業の振興を図るとともに、新産業の創出を積極

的に進めます。 

経営の近代化・情報化の推進、各種融資・助成制度の充実を図るとともに、中小企業に対

する人材育成や新商品・新技術の開発、新規開業に対する支援を行います。 

特に、繊維産業については、売れるものづくり、マーケター（※３）の育成、ビジネスチャ

ンスの創出などの事業を展開し、競争力の強化を図ります。 

また、企業立地の促進に関する優遇策に基づき、高速道路インターチェンジ周辺などの適

地において、広域交通の利便性を生かし、企業誘致を積極的に進めます。 

 

②商業の振興 

商工会議所、商工会や関係機関と連携し、経営の近代化や後継者育成のための各種支援・

人材育成事業等を推進します。 
また、商店街振興に向け各種支援策を進め、商店街のイメージアップを図り、集客力の高

い、魅力ある商店街の形成を進めます。 
 

③農水産業の振興 

農業生産に必要な農用地の確保に努めるとともに、経営感覚に優れた担い手の育成、農業

生産組織の再編化、農用地の利用集積による規模拡大と効率化などによって、農業経営基盤

の強化を図ります。 
環境循環型農業の推進、地場農産物の振興とブランド化や食品加工業者との連携により、

産業としての農業の活性化を図り、農家と市民とのふれあいの場の充実などに努めるととも

に、道水路や景観整備をはじめとする農業農村整備を図ります。 
また、生産者と消費者の相互理解を深めるとともに、安全で安心な農産物の安定供給と消
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費拡大を図るため、地域で生産された農産物を地域で消費する、いわゆる「地産地消」に取

り組みます。 
 
④雇用の促進 

積極的に企業誘致を進めるとともに、関係機関と連携し、若年労働者、高齢者、障害者な

どの雇用の促進に努めます。 
 
⑤観光・交流の振興 

一宮七夕まつり、びさいまつり、一豊まつりなど地域の伝統・文化に根ざした祭りや文化

財などの地域資源、木曽川をはじめとした自然資源などを十分に活用し、観光協会等と連携

しながら、さらなる観光の振興、交流の促進を図ります。 

なかでも、この地域の宝である木曽川を生かし、国営木曽三川公園の拠点地区との連携の

もとで、自然に親しめる拠点の整備や拠点間のネットワーク整備により、地域内外の交流の

促進を図るとともに、新たなイベント・まつりの創設などにも努めます。 

また、この地域の特色である繊維産業などの産業資源を生かし、産業観光（※４）の振興に

も努めます。 

 
⑥消費生活の向上 

消費生活モニターなどの活用により、消費生活の情報収集・提供の充実や消費者保護対策

の推進に努めます。 
また、健全で活力のある消費者団体の育成や団体相互の連携を図ります。 
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（３）主要施策 

事業名 事業概要 

地場産業のブランド力

強化 

ジャパン・テキスタイル・コンテストの開催による繊維産業にお

ける技術力、デザイン力、マーケティング力のさらなる強化と尾

州からのトレンド発信に向けての人材育成事業 

既存産業の高度化推進

支援事業 

経営相談、経営診断事業などの実施（各種関係機関と連携） 

各種融資制度、助成制度の充実 

ＩＳＯ認証取得活動支援 

企業の立地の促進に関

する奨励事業・新規産

業の創出 

立地促進奨励金、高度先端的産業立地促進奨励金、賃借型立地奨

励金、雇用促進奨励金、固定資産税及び都市計画税の課税免除ま

たは不均一課税 

工業基盤整備事業 新たな工業用地開発の検討 

商店街振興事業 商業基盤施設の整備支援 

イベント支援 

空き店舗活用事業及び商店街組織の強化 

農業経営基盤の強化 生産組織の再編強化 

生産・販売体制、営農関連施設の充実 

担い手・後継者の活動支援 

環境循環型農業の推進 生ごみの堆肥化と農業生産に生かす実証事業の推進 

まつり等地域イベント 一宮七夕まつり・びさいまつり・一豊まつりの開催 

 
 

（※３）マーケター：企画から生産、販売、販促まで方向づけを行うマーケティングの専門家。 

（※４）産業観光 ：歴史的文化的価値のある産業文化財、産業遺産である機械、工場跡や現在も生産している生産工場、そ

こで生産される生産品を観光資源として人々に見てもらうとともに、それを通じて交流をはかる観光活動。 
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４．個性を育む教育・文化のまちづくり（教育・文化の振興） 

 
（１）施策の方針 

生活水準の向上や価値観の多様化が進む中、子どもからお年寄りまで生涯を通して学び、

スポーツ・文化に親しむことのできる環境を充実させ、特に、次代を担う子どもたちのため、

教育活動全体を通して、児童生徒の個性を伸ばし、創造性を育むことが求められています。 
未来を担う個性豊かな子どもたちを育てることができるまちづくり、そして市民一人ひと

りが自由に学び、楽しむことができる生涯学習・生涯スポーツなど自己実現の機会豊かなま

ちづくりを進めます。 

 

（２）施策の方向 
①学校教育の充実 

少人数学級・少人数指導、英語教育の充実など、きめ細かな教育の一層の充実を進めると

ともに教育水準の向上を図るための教育研究、研修、教育相談等の機能の充実を図ります。 

老朽化著しい校舎等の耐震化、施設改修を進めるなど、総合的な教育環境の整備充実を図

り、次代を担う子どもたちの豊かな心・生きる力を育む教育を推進します。 
また、学校の施設を地域社会に開放するなど、地域に開かれた学校づくりを進めるととも

に、学校、家庭、地域それぞれが教育に果たす役割を再認識しつつ、相互に緊密な連携を図

りながら、地域の教育力の向上に努めます。 
 
②生涯学習の推進 

誰もが学習意欲を高め、学ぶ楽しさ、生きる喜びを感じられるよう、各種講座や公民館活

動の充実に努めるなど、生涯学習機会の充実、さらには生涯学習指導者・ボランティアの育

成を図るとともに、生涯学習のセンター的機能の充実も検討していきます。 
 

③文化の振興 

既存の文化的施設に加え、新たに特色ある文化会館を建設し、市民の芸術・文化活動の環

境整備を総合的に進めるとともに、各種文化団体との連携のもとで、指導者の育成、文化情

報の提供等、芸術文化活動に対する各種支援を行います。  
また、貴重な文化財資源や地域に伝わる伝統行事などの保存・継承に努めます。 

 

④スポーツ活動の振興 

市民のだれもが生涯にわたって、気軽にスポーツに親しむことができるよう、市民のニー

ズに対応した情報の提供など、生涯スポーツの推進を図るとともに、各種体育関係団体との

連携のもとで、各種スポーツ大会や指導者講習会の充実を通して、競技スポーツの振興を図

ります。 
また、市民のスポーツ活動のシンボル的な拠点として、総合体育館等の各種スポーツ施設

の整備充実を図ります。 
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（３）主要施策 

事業名 事業概要 

少人数学級・少人数指

導の推進 

基本的生活習慣の定着と学力の向上のための少人数によるきめ細

やかな指導の推進 

学校施設改修（耐震）

事業 

耐震改修が必要な校舎等の整備 

文化会館建設事業 文化会館の建設 

市立公民館施設整備事

業 

狭隘・老朽化している市立公民館を順次改築 

新規建設の検討 

親水的スポーツ・レク

リエーション施設建設

事業 

親水的スポーツ・レクリエーション施設の建設 

生涯学習機会の充実 多種多様な学習機会の充実 

市民文化会館自主事業

の充実 

市民文化会館自主事業の充実 

総合体育館建設事業 総合体育館の建設 
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５．活発な交流が生まれる魅力あるまちづくり（都市基盤の整備） 

 
（１）施策の方針 

新市の一体性を強めるとともに、活力向上を図るため、総合的な交通基盤の整備を進める

とともに、環境負荷の少ない、かつ、高齢者などにやさしい都市基盤の整備が重要な課題と

なっています。 
高速道路、鉄道など、広域的交通の利便性や特色ある地域資源を生かしながら、尾張地域

の中核都市にふさわしい、人・モノ・情報が集まり、交流するまちづくりを進めます。 
 
（２）施策の方向 
①総合的な土地利用の推進 

本計画、さらには新市で策定する総合計画を踏まえながら、新たな都市計画マスタープラ

ンを策定し、適正かつ総合的な土地利用を図ります。 
 

②交通基盤の整備 

市内の交流や連携を強化し、新市の一体性をより強めるために、東西軸、南北軸の強化を

図るとともに、広域的な幹線道路を中心に市道の整備を進めます。 
また、名古屋、岐阜など他地域との広域的な交流基盤として重要な役割を担う北尾張中央

道、西尾張中央道などの国・県道についても、関係機関と連携しながら円滑な事業促進に努

めます。 
さらに、ＪＲ木曽川駅周辺の整備や循環（巡回）バス運行事業等を進め、人や環境に優し

い公共交通の充実を図ります。 
 

③市街地の整備 

中心市街地の活性化、土地利用の高度化を図るため、都市再開発事業や中心市街地活性化

基本計画に基づく各種事業、さらには商店街活性化に向けた各種の取り組みなどにより、中

心市街地の再構築を促進します。 
とりわけ、一宮駅周辺地域及び駅ビルについては、新市の“顔”であり、事業手法も含め

再整備について検討していきます。 
また、市街化区域の面的未整備地区、インターチェンジ（一宮、一宮木曽川、尾西、一宮

西）周辺、鉄道駅（名鉄新木曽川駅、開明駅など）周辺等において、住民の理解を得ながら、

土地区画整理事業をはじめとした各種面整備を進める中で、街路、公園、鉄道高架、住宅な

ど複合的な基盤整備を促進し、健全な市街地の形成を図ります。 
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（３）主要施策 

事業名 事業概要 

幹線道路網整備事業 新一宮尾西線、福塚線・今伊勢北方線、木曽川玉野線等幹線道路

の整備 

ＪＲ木曽川駅周辺整備

事業 

駅周辺道路、駅前広場等の整備 

バス運行事業 循環（巡回）バスの運行 

一宮駅周辺開発事業 尾張一宮駅ビルの建替要望、都心基幹道路の整備 

中心市街地整備事業 中心市街地活性化基本計画の推進 

インターチェンジ周辺

開発 

インターチェンジ（一宮、一宮木曽川、尾西、一宮西）周辺の総

合的、一体的な整備の推進 
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６．市民と行政の協働が織りなすまちづくり（住民参加・コミュニティの推進） 

 
（１）施策の方針 

ＮＰＯ、ボランティアなど市民が地域社会と主体的なかかわり合いを持ちながら、地域社

会に貢献する気運が高まりつつあります。 

とりわけ行政運営や政策形成過程において、市民の積極的な参加を促し、市民と行政が共

に力を合わせたまちづくりを進めます。 

 

（２）施策の方向 
①住民参画の促進と新たな住民参加・協働の仕組みづくり 

市政運営の透明性を保ち、開かれた行政を推進するため、行政情報の公開や計画策定過程

への住民参画など、開かれた行政を推進します。 
また、ワークショップ（※５）やパブリックコメント（※６）など、市民が行政に参画できる

機会を確保し、市民と行政との協働によるまちづくりを推進します。 
さらに、住民主体のまちづくりを目指し、新市における住民自治の基本理念、新たな住民

参加・協働の仕組みの制度化やルールづくりを進めます。 

その第一歩として、施策分野ごとに計画段階から市民参加を募るなど、市民と行政の協働

によるまちづくりの気運の醸成に努めながら、条例化も視野に入れて取り組んでいきます。 
 

②ＮＰＯ団体等との協働 

ボランティア・ＮＰＯ（非営利組織）団体等への情報提供機能の充実を図り、相互連携に

対する支援、活動拠点の整備や人材育成支援など、地域や自己を豊かにする市民主体のまち

づくりを推進します。 
 

③国際交流の推進 

国際交流協会を中心として、学習機会の充実、国際交流員の招致、中学生の海外派遣の実

施、市民と在住外国人との交流の場の提供など様々な国際交流活動の促進を図ります。 
また、外国人に対するサービスの向上に努めるとともに、外国人が住みやすく訪れやすい

環境の整備に努めます。 
 

④男女共同参画の推進 

男女共同参画の意識づくり、あらゆる分野への社会参画の促進など男女共同参画計画の推

進を図り、女性も男性も対等なパートナーとして、それぞれの個性と能力を発揮することの

できる男女共同参画社会の実現に努めます。 
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（３）主要施策 

事業名 事業概要 

新たな住民参加・協働

の仕組みの検討 

新市における住民自治の基本理念、新たな住民参加・協働の仕組

みの制度化やルールづくり 

ＮＰＯ等活動支援事業 ＮＰＯやボランティアの活動の推進・支援 

アダプトプログラム推

進事業 

アダプトプログラム（※７）の推進 

国際交流協会補助事業 国際交流協会の組織整備・国際交流事業の推進 

男女共同参画推進事業 男女共同参画計画に基づく男女共同参画意識の啓発 

政策・方針決定の場への女性の参画促進 

 

 

（※５）ワークショップ  ：参加体験型のグループによる学習や創造の場。  

（※６）パブリックコメント：規制の設定や改廃をするとき，原案を公表し住民の意見を求め，それを考慮して決定する制度。 

（※７）アダプトプログラム：道路や公園などの清掃活動を地元住民に任せる制度。 
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７．分権時代に生きる自立したまちづくり（行財政基盤の強化） 

 
（１）施策の方針 

地方分権が進む中、福祉、保健、環境、都市計画といった住民に身近な事務を担う市の役

割が重要になっており、高度かつ総合的な行政サービスを提供するため、専門職員の養成・

確保、組織体制の充実など行政の質の向上が求められています。 

また、少子・高齢化の進展により、今後ますます財政状況が厳しくなるものと予想され、

行政サービスを安定的に提供していくために、行政の一層の効率化と財政基盤の強化が求め

られています。 

今後とも、これまで以上に行財政改革を推進しつつ、地方分権時代に対応した行財政基盤

の確保、足腰の強化を図り、健全で自立したまちづくりを進めます。 

 

（２）施策の方向 
①中核市への移行 

新市において、一層の行財政基盤の強化を進めながら、速やかに中核市への移行を目指す

とともに、中核市移行後は、保健所の設置や保健・医療・福祉サービスの総合的な実施、き

め細く、高度なサービスの提供に努めます。 

 
②行政運営の効率化 

住民サービスの向上のため、情報通信技術（ＩＴ）を活用して、各種申請・届出のオンラ

イン化などにより、ワンストップサービス（※８）・ノンストップサービス（※９）の実現を目

指します。 
また、合併を契機に、行政改革を一層推進し、組織・機構の見直しを行い、効率的な行政

運営に努めるとともに、職員の能力向上のための職員研修の充実・強化と行政評価の実施に

より、さらなる行政サービスの質の向上に努めます。 
 

③財政運営の効率化 

合併による各種財政支援を含め、財源の安定確保を図るとともに、定員適正化計画に基づ

く職員定数の積極的な削減や既存事業の見直し、コスト意識に立った業務執行に努め、財源

の効率的な配分と重点化による健全な財政運営を図ります。 
また、合併後の新市の一体的なまちづくりや、地域の特色を生かしたまちづくりの財源と

して活用するため、地域振興基金（仮称）を設置します。 
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（３）主要施策 

事業名 事業概要 

中核市の指定 中核市の指定 

電子自治体の推進 行政手続等のオンライン化の推進 

行政評価事業 行政評価システムの推進 

ＰＦＩ（※10）手法導入 民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用 

地域振興基金（仮称）

設置 

地域振興基金（仮称）の設置 

新庁舎整備の検討 新庁舎の整備検討 

 

 

（※８）ワンストップサービス：情報通信技術を活用することで、各種の行政手続きや行政サービスを１カ所あるいは１回で

受けられるサービス。  

（※９）ノンストップサービス：情報通信技術を活用することで、各種の行政手続きや行政サービスを２４時間受けられるサ

ービス。        

（※10）ＰＦＩ       ：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民

間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。 
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第５章：県事業の推進 

 

愛知県は、新市の施策と連携しながら、次に掲載する事業を実施していくことなどにより、新

市のまちづくりを積極的に支援していきます。また、愛知県は新市に対して市町村合併特例交付

金による財政的支援を行います。 

なお、新市としては、従来から懸案となっている事業で、下表に記載のない事業についても県

との緊密な連携を図りながら、引き続き促進するよう努めます。 

 

主要施策 主要事業名 事業概要 

・一級河川青木川改修の推進 

・日光川４号放水路の整備 河川改修 

・日光川３号放水路整備の検討 

（日光川上流流域下水道） 
・日光川上流浄化センターの整備 
・木曽川６号接続点整備の検討 

生活環境の整備 

“自然と共生する快適な
まちづくり” 

流域下水道整備 
（五条川右岸流域下水道） 
・五条川右岸浄化センターの整備 
・五条川右岸第４幹線整備の検討 

教育・文化の振興 

“個性を育む教育・ 
文化のまちづくり” 

総合運動場施設 ・一宮総合運動場の維持管理等の充実 

・都市計画道路 北尾張中央道の整備 

・都市計画道路 萩原多気線整備の推進 都市計画道路等整備 

・都市計画道路 木曽川古知野線整備の検討 

・主要地方道 名古屋江南線の整備 

・一般県道 浅井清洲線自転車歩行者道整備 
の検討 幹線道路網整備 

・一般県道 羽島稲沢線整備の推進 
・新濃尾大橋（仮称）架橋の推進 

・名鉄尾西線（苅安賀地内）立体交差事業 
の検討 

都市基盤の整備 
“活発な交流が生まれる
魅力あるまちづくり” 

鉄道高架 

・尾西ＩＣ周辺開発と一体的施行となる 
 名鉄尾西線（開明地内）立体交差事業の検討
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第６章：公共施設の適正配置と整備 

 

公共施設の適正配置については、一体的、かつ効率的なまちづくり、市民サービスの維持・向

上という観点から、地域コミュニティとの役割分担や、これまでの各地域の成り立ち、特殊性に

留意しながら、各地域でバランスある配置となるよう検討することが必要です。 

また、新市全体の広域的な利用の側面、耐震性の強化等、安全性の確保を図る側面等から、老

朽化の著しい施設を中心に優先的に更新、整備を図っていきます。 

その際、市民生活に急激な影響を及ぼすことのないよう、各地域の住民の要望を十分踏まえる

とともに、財政事情にも考慮しながら、計画的に進めていくことを基本とします。 

なお、一宮市役所を本庁舎、尾西市役所及び木曽川町役場については、それぞれ尾西庁舎、木

曽川庁舎とし、住民窓口サービスが低下しないよう十分配慮し、電算処理システムの統合やネッ

トワーク化など必要な機能の整備を図ります。 
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第７章：財政計画 

 

１．前提条件 

財政計画は、歳入歳出それぞれの過去の実績、平成１６年度予算及び合併効果を勘案し、普

通会計ベースで推計しています。 

今後、国の三位一体の改革により、国庫補助負担金の縮減、地方交付税の縮小、税源移譲な

どの制度改正が生じるものと予想されますが、本推計にあたっては、現行の行財政制度を基本

としています。 

＜歳入＞  

地方税 

・ 過去の実績、人口推計等を勘案し算定しています。 
・ 尾西市の法人市民税超過課税分については調整方針に基づき増減額を

見込んでいます。 
・ また、事業所税については、事業所税の課税団体の指定の延期の特例

（５年間の課税免除期間）を活用し、平成 22 年度から見込んでいます。

地方譲与税 
利子割交付金 

・ 過去の実績等により見込んでいます。 

配当割交付金 
株式等譲渡所得交付金

・ 現行の制度に基づいた算定を基本に見込んでいます。 

地方消費税交付金 
自動車取得税交付金 
地方特例交付金 

・ 過去の実績等により見込んでいます。 

地方交付税 

・ 普通交付税については、現行の制度に基づいた算定を基本に、過去の
実績等により見込んでいます。 

・ 普通交付税の算定の特例（合併算定替）により算定し、合併特例債交
付税措置を併せて見込んでいます。 

・ 特別交付税については、合併措置分を見込んでいます。 
・ 平成 21 年度に中核市に移行すると仮定し同年度から普通交付税需要

額の増額を見込んでいます。 

交通安全対策特別交付
金 

・ 過去の実績等により見込んでいます。 

分担金及び負担金 
使用料 
手数料 

・ 過去の実績等により見込んでいます。 

国庫支出金 
県支出金 

・ 過去の実績及び人口推計等による影響を勘案し見込んでいます。 
・ 事務事業の調整等及び建設計画主要事業に係る財源の増減及び合併に

係る財政支援（合併市町村補助金・県合併特例交付金）を見込んでい
ます。 

財産収入 
寄付金 
繰入金 
繰越金 
諸収入 

・ 過去の実績等により見込んでいます。 
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市債 

・ 各市町の通常実施事業に見合った起債額を見込んでいます。 
・ 現行制度に基づく減税補てん債及び臨時財政対策債借入額を見込んで

います。 
・ 建設計画主要事業の財源として合併特例債及び通常債を見込んでいま

す。 
・ なお、地方債の借入れについては後年度の償還負担を勘案し、必要最

小限の借入れにとどめています。 

 

 

＜歳出＞  

人件費 

・ 現在の各市町の定員管理計画等による定数に基づき、各市町の給与、
報酬を基本に見込んでいます。 

・ 類似団体等を参考に退職者の補充を抑制することにより、一般職職員
の削減を見込んでいます。 

・ 特別職、議会議員の減員を見込んでいます。 

物件費・維持補修費 

・ 過去の実績等により見込んでいます。 
・ 建設計画事業に伴う経費、合併直後の臨時的経費及び事務事業の調整

方針に基づき見込むとともに、合併による事務経費の削減効果を見込
んでいます。 

扶助費 
・ 過去の実績、人口推計等を勘案し見込んでいます。 
・ 事務事業の調整方針に伴う増減分を見込んでいます。 

補助費等 

・ 過去の実績等により見込んでいます。 
・ 事務事業の調整方針に基づき見込むとともに、尾西市、木曽川町の下

水道事業が特別会計から企業会計に移行することに伴う下水道事業補
助金の増額を見込んでいます。 

普通建設事業費 
・ 各市町の既存の計画に基づく事業量を見込んでいます。 
・ 建設計画の主要事業に係る経費を見込んでいます。 

公債費 
・ ２市１町の既借入債の元利償還金を見込んでいます。 
・ 建設計画主要事業に係る合併特例債や新規発行の通常債の元利償還金

を見込んでいます。 

積立金 
・ 過去の実績等により財政調整基金等への積立を見込んでいます。 
・ 合併市町村の地域振興を目的とする「地域振興基金（仮称）」の積立を

見込んでいます。 

投資及び出資金 
・ 過去の実績等により見込んでいます。 
・ 尾西市、木曽川町の下水道事業が特別会計から企業会計に移行するこ

とに伴う下水道事業出資金の増額を見込んでいます。 

貸付金 ・ 過去の実績等により見込んでいます。 

繰出金 

・ 過去の実績等により見込んでいます。 
・ 事務事業の調整方針に基づき見込むとともに、尾西市、木曽川町の下

水道事業が特別会計から企業会計に移行することに伴う下水道事業繰
出金の減額を見込んでいます。 
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２．財政計画 

図表７－１ 財政計画                                              （単位：百万円） 

歳入 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 10年間計 27年度 11年間計
1 地方税 42,586 42,131 42,589 43,071 42,356 44,437 44,789 43,974 44,379 44,781 435,093 43,976 479,069
2 地方譲与税 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 19,140 1,914 21,054
3 利子割交付金 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 4,840 484 5,324
4 配当割交付金 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 950 95 1,045
5 株式等譲渡所得割交付金 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 520 52 572
6 地方消費税交付金 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 31,850 3,185 35,035
7 自動車取得税交付金 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 12,550 1,255 13,805
8 地方特例交付金 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 16,520 1,652 18,172
9 地方交付税 9,448 8,742 8,451 8,074 10,376 8,903 9,095 9,267 9,348 9,496 91,200 9,580 100,780

10 交通安全対策特別交付金 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 710 71 781
11 分担金及び負担金 668 676 685 693 693 693 693 693 693 693 6,880 693 7,573
12 使用料及び手数料 2,854 2,854 2,854 2,854 2,854 2,854 2,854 2,854 2,854 2,854 28,540 2,854 31,394
13 国庫支出金 7,118 7,465 8,027 7,920 7,097 7,367 7,133 7,007 7,007 7,007 73,148 6,827 79,975
14 県支出金 3,274 3,392 3,390 3,389 2,355 2,355 2,246 2,235 2,235 2,235 27,106 2,235 29,341
15 財産収入 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 610 61 671
16 寄付金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 22
17 繰入金 63 63 390 607 63 63 63 63 63 63 1,501 63 1,564
18 繰越金 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 16,400 1,640 18,040
19 諸収入 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 22,180 2,218 24,398
20 市債 11,783 11,306 12,872 11,298 8,922 10,917 9,151 8,937 8,288 8,145 101,619 7,763 109,382

歳入計 90,423 89,258 91,887 90,535 87,345 90,218 88,653 87,659 87,496 87,903 891,377 86,620 977,997

歳出 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 10年間計 27年度 11年間計
1 人件費 18,410 18,545 18,472 17,929 18,008 17,329 18,028 17,358 17,425 16,771 178,275 16,851 195,126
2 物件費 15,037 14,779 14,923 14,972 15,207 15,132 15,204 15,278 15,351 15,425 151,308 15,318 166,626
3 維持補修費 1,251 1,263 1,276 1,289 1,302 1,308 1,314 1,320 1,326 1,332 12,981 1,336 14,317
4 扶助費 12,722 12,814 12,992 13,087 13,184 13,326 13,332 13,341 13,354 13,371 131,523 13,423 144,946
5 補助費等 10,751 10,865 10,986 11,104 11,235 11,312 11,395 11,474 11,552 11,624 112,298 11,624 123,922
6 普通建設事業費 13,124 11,647 15,349 13,899 9,615 12,891 10,946 10,470 9,852 9,702 117,495 9,102 126,597
7 災害復旧費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 公債費 8,475 8,473 8,749 8,988 9,373 9,499 9,013 8,997 8,702 9,067 89,336 8,689 98,025

10 積立金 2,058 2,058 58 58 58 58 58 58 571 1,248 6,283 914 7,197
11 投資及び出資金 531 547 548 654 624 624 624 624 624 624 6,024 624 6,648
12 貸付金 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 14,800 1,480 16,280
13 繰出金 6,584 6,787 7,054 7,075 7,259 7,259 7,259 7,259 7,259 7,259 71,054 7,259 78,313
14 前年度繰上充用金・予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歳出計 90,423 89,258 91,887 90,535 87,345 90,218 88,653 87,659 87,496 87,903 891,377 86,620 977,997
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一宮市・尾西市・木曽川町 新市建設計画 
平成１６年７月 

 

発 行 一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会 

編 集        〃         事務局 

〒４９１－８５０１ 一宮市本町２－５－６ 

一宮市役所西分庁舎２階 

TEL：0586-73-1031 FAX：0586-73-1031 

URL：http://www.ibk-gappei.jp/ 

E-mail：info@ibk-gappei.jp 

 
 


